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　１　公正で効率的な財務運用に関する目標

　　　　限られた資源を効率的に配分し、使いやすく、無駄のない財務運用に努めるとともに、財務情報を積極的に公開し、公正な財務運用に努める。

　２　自己収入の増加に関する目標

　　　　授業料や入学料収入の確保・増加を図るとともに、各種外部研究資金の受け入れの増加を図る。

　　　　また、収入を伴う自主事業の拡大と適切な料金の設定により自主財源の充実を図る。

　３　経費の抑制に関する目標

　　　　管理運営業務の効率化を図り、管理的経費の削減に努める。

　４　資産の運用管理の改善に関する目標

　　　　資産を運用し管理する体制を整備し、効果的効率的な資産活用を図る。

148

149

150

151

152

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・研究費・実験実習費を実態に合わせて使いやす
くする。

・研究費は最大の効果が上げられるよう、期待さ
れる成果を勘案して配分する。

・研究費配分の評価項目や配点を見直すなど
研究費の評価配分をさらに客観性のある方式
に改善する。

・平成１９年度決算を前年度決算との比較を
するなどわかりやすく加工し、公表する。

Ⅲ

　　(3)　使いやすく、無駄のない財務運用を可能にするための措置

・引き続き事務手続き等の電子化、ペーパー
レス化を図るとともに、日々雇用職員の申請
手続きと支払い事務とを合わせて一貫処理を
行うなど財務システムの改善を図る。

　事務手続等の電子化の一貫として、日々雇用職員の雇用計
画をシステム化し、雇用計画から支払いまでの事務を財務会
計システムで管理が行えるよう改善を図った。

・事務手続き等の電子化、ペーパーレス化を図
り、事務の効率化、経費の節減を図る。

・研究費執行マニュアルを改正するなど引き
続き、支出手続きの簡素化に努める。

　研究費執行マニュアルを使いやすく改正するとともに、５
月から研究費等による図書のインターネットによる購入を認
めた。

　財務諸表について、県公報に登載するとともに、大学ホー
ムページにおいて前年度決算との比較をするほか、グラフな
どを使って分かりやすくした資料を加えて公表した。

　　(1)　限られた資源を効率的に配分するための措置

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・財務担当役員は、限られた資源を効率的に配分
するため、各学部長等と深く連携し、予算要求の
とりまとめと予算案の編成にあたる。
　

・引き続き予算編成時に各学部長等と深く連
携し、限られた予算枠の適正な配分に努め
る。

　一般研究費の職階区分を完全に廃止し、若手研究者の研究
環境の改善を図るとともに、業績評価における評価項目・配
点を見直し、得点により、Ａ、Ｂ、Ｃの３階級に区分して配
分する方式を導入した。

　　　Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

　役員会において承認を得た平成２１年度予算編成方針に基
づき、予算編成課程において、担当理事、学部長等と連携し
て意見交換を行い、これを踏まえてその後の予算編成作業を
進めた。

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

中
期
目
標

ⅢⅢ

特　記
事項の
有　無

・財務情報をわかりやすく加工し、県民・学生お
よび教職員などに対して公表する。

自己
評価

Ⅲ

評価
委員会
評価

　　(2)　公正な財務運用を担保するための措置

評価委員会コメント

　１　公正で効率的な財務運用を達成するための措置
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153

154

155

156

157

158

Ⅲ

Ⅳ

評価
委員会
評価

　４月から２人の特任教授を任用し、教員の競争的資金獲得
への支援をした。特に、科学研究費補助金においては、研究
計画書のレビューを行うなど申請書作成の支援を行うととも
に、学外から講師を招聘しての講演会を開催した（９月）。
これらの取組の結果、新規申請数が９８件（前年度：８５
件）と増加した。さらに、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振
興機構）のシーズ発掘支援事業への応募を強力に推進し、申
請数は前年度（１０件）から大幅に増加し３６件となった。

Ⅳ

・外部研究資金への申請、採択および獲得額の状
況を、毎年度、学部等別に整理し、公表する。

・研究や活動内容をデータベース化し、外部に対
して積極的な広報活動を行う等により、共同研究
費、受託研究費等の受け入れを促進する。

中　期　計　画

　２　自己収入を増加するための措置

　　(1)　授業料・入学料収入を確保・増加するための措置

・授業料・入学料は教育の機会均等や公立大学の
役割、学生の確保などを勘案して、適切な水準に
定める。

Ⅲ

特　記
事項の
有　無

自己
評価

・大学院の学生定員の充足に努める(特に博士後
期課程)。

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等
の競争的外部資金の獲得に向け、積極的な応募を
奨励する。

　　(2)　外部資金受け入れの増加に関する目標を達成するための措置

・特任教授２人を任用し、競争的資
金獲得のための支援を実施したこと
により、申請件数が増加しており、
その成果が見られる。

評価委員会コメント

Ⅲ

・オーバーヘッドを財源とした個別
の支援措置、優遇措置を行っている
が、大学としてオーバーヘッドの取
り扱い方針があるわけではない。

　大学院博士後期課程の再編について教育・研究組織再編委
員会において検討を行い、工学研究科の２専攻を１専攻に統
合して先端工学専攻(入学定員３人）を新たに設置するなど
の改組案を取りまとめ、５月に文部科学省への届出を行っ
た。これと同時に、各研究科博士前期課程の定員改定につい
ても、文部科学省への届出を行った。

Ⅲ

・外部資金の獲得状況をホームページで公開
する。
　

Ⅲ

・共同研究、受託研究の受入を促進させるた
め、教員の研究業績のデータベース化を促進
するとともに、コーディネータによる渉外・
広報活動を積極的に展開する。

・教育・研究組織再編委員会において大学院
博士後期課程の再編を検討して得られた改組
案の文部科学省への届出を行う。同時に博士
前期課程の定員改定を届け出る。
　

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研
究等の競争的外部資金への応募を支援する体
制を強化し、獲得額の更なる増加を図る。

○
P46

Ⅲ

　大学全体として教員の教育、研究、社会貢献等の業績デー
タベース化を推進した。また、産学連携においては、大学
ホームページ等で教員の研究業績を公開しているほか、２０
０８研究シーズ集を新たに作成するとともに、県や各種関係
機関が開催する事業等での研究紹介やコーディネータによる
企業訪問などを通じて大学の研究成果の広報活動に努めた。

Ⅲ

　特に取り組みを強化している科学研究費補助金獲得状況に
ついて、平成２０年度の科学研究費補助金の採択結果を大学
ホームページに公開した。

・他の国公立大学等の基準を参考に、収入面
からみて授業料を適正な水準に定める。ま
た、教職員間およびグループ間の連携によ
り、引き続き授業料収入の１００％確保に努
める。

　他の国公立大学等の基準を参考に、収入面からみて授業料
を適正な水準に定めることとしているが、国の標準額が未改
定であり他の公立大学の動向からも据え置くこととした。な
お、教職員間およびグループ間の連携により、引き続き授業
料収入の１００％確保を目指した。

年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

・積極的に外部研究資金を導入した研究者を研究
費配分の面を含めて優遇する制度をつくる。

Ⅲ

　外部研究資金を獲得した研究者の所属学部等に対し、その
獲得額に応じて、オーバーヘッドを財源とした研究環境整備
のための支援措置、優遇措置を行った。 Ⅲ

・積極的に外部研究資金を導入した研究者に
オーバーヘッドを財源に支援措置、優遇措置
の導入を図る。

Ⅲ
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159

160

161

162

163

164

165

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

・学内施設のエネルギー管理を行い、光熱水
費の削減につながる具体策を実施する。ま
た、ＥＳＣＯ事業等の実施を検討する。

・取引業者を業種ごとに区分して学内ネット
ワークに開示することにより、より安価に購
入できる環境を整備する。

　　(3)　物品購入費を抑制するための措置

・省エネの可能性を検討し、光熱水費の削減を図
る。

・一括購入を進めるなど購入方法を見直し、購入
費を抑制する。

　Ａ１棟、Ａ５棟、食堂の不要照明について消灯点検管理を
行うとともに、冬季には、カリュキュラム上で使用する講義
室を振替えて、発生した空きフロアーの空調を停止すること
による空調機の効率的な運転や、年末年始の連続休暇時にＡ
棟の昇降機（エレベータ）の停止を行った。また、水道料金
節減のためトイレ用擬音装置を導入した。
　なお、ＥＳＣＯ事業については、毎年エネルギー管理を行
い実態を的確に把握するともに、設備の更新時期を見極めて
進めていくこととする。

　取引業者一覧表について、学内グループウェアのトップ
ページから各教職員が容易に県の指名登録簿を閲覧できるよ
うにした。

ⅢⅢ

　３　経費を抑制するための措置

　　(1)　人件費を抑制するための措置

・教育施設のうち、体育館、野球場などス
ポーツ施設の開放を推進し、有料化について
も検討する。

  

Ⅲ

Ⅲ

評価委員会コメント
評価
委員会
評価

・派遣職員・業務委託の活用を進める。 ・効率的な事務体制を構築するため、必要な
事務の集中化と効果的なアウトソーシングに
ついて検討する。（再掲）

Ⅲ

　老朽化した教育研究機器等の不用物品の一括処分(１９０
件)を実施し、売却可能な物については売却を行った。ま
た、一括処分以外においても、売却可能な物については随時
売却を行った。

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

・不要品等のうち売却可能なものについては、な
るべく売却する。

・引き続き不要品等の売却を行う。
  

Ⅲ

Ⅲ

　　(5)　不要品等の売却から収益を得るための措置

　春期公開講座（５回）、秋期公開講座（３回）を有料（１
講座５００円）で開講し、あわせて６４６人の受講者があっ
た。

・交流センター、講義棟、体育・スポーツ施設な
どの有料開放の是非を検討し、可能なものから実
施する。

Ⅲ

・講義室の振り替えによる空調機の
効率的な運転など、単なる省エネ対
策にとどまらない工夫は見られる
が、全体の光熱水費の削減にはつな
がっていない。また、ＥＳＣＯ事業
については、実施の検討にまで至っ
ていない。

・公開講座（春季・秋季）は、講習料を徴収
する。

中　期　計　画 年　度　計　画

　　(3)　公開講座から収益の得るための措置

自己
評価

　４月から２人の特任教授を雇用し、科学研究費補助金の獲
得を重点項目とし、申請件数、採択率の向上のための啓蒙活
動および申請書レビューなどの支援に取り組んだ。
　また、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）の「シー
ズ発掘試験」への応募を多数の教員に働きかけた結果、３６
件（平成１９年度：１０件）の応募があるなど外部資金獲得
額増加に努めた。

ⅢⅣ

　　(2)　光熱水費を抑制するための措置

　学生支援センターを設置し、教職協働で学生支援を進める
とともに、平成２１年度から学生サポートスタッフを設置す
ることにより、人員を増やすことなく学生サービスの充実に
努めることとした。

　　(4)　大学施設利用を有料化するための措置

　施設等の貸付規程の改正を行い、１月から新たに体育館お
よび野球場などスポーツ施設の有料開放を開始した。
（交流センター、講義棟の利用実績：延べ２７５部屋、実質
８４日、貸付収入額９５２千円）

・外部研究資金の受け入れに際しては適切な間接
経費を賦課し、経理担当者や産学連携コーディ
ネーターを配置するなど、大学全体の視点から外
部資金受け入れ増加のために活用できる予算を確
保する。

・有料の公開講座の開講に努める。

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研
究等の競争的外部資金への応募を支援する体
制を強化し、獲得額の更なる増加を図る。
（再掲）

・特任教授２人を任用し、競争的資
金獲得のための支援を実施したこと
により、申請件数が増加しており、
その成果が見られる。
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166

167

168

169

・大型研究用機器等の情報を共有化し、可能な限
り共同利用に努める。

・契約方法、契約内容の見直しを積極的に行い、
業務委託費を抑制する。

・引き続き、契約方法等の見直しを進める。

・研究スペースを効率的に利用するための制度を
検討する。

・教員研究室、実験室、共用スペースの有効
利用を図る。

・所有物品について、学内ネットワークにお
いて相互利用を促進するための掲示板を作成
し、固定資産等の有効利用を図る。

・所有備品、物品購入に関する情報の共有化によ
り経費の削減を図る。

中　期　計　画

　　(4)　業務委託費を抑制するための措置

年　度　計　画

　学内で管理している固定資産等について、学内グループ
ウェアのトップページから各教職員が容易に閲覧できるよう
改善した。また、学内での相互利用を促進するため、学内グ
ループウェアの電子会議室内に掲示板を作成し、必要な物に
関しては各教職員間で有効利用できる環境を整えた。

Ⅲ

評価
委員会
評価

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

自己
評価

Ⅲ

評価委員会コメント

　就職関連資料室を改修し、学生支援室として充実を図っ
た。また、工学部電子システム工学科棟の建設にあたって
は、他の２学科の一部の実験、実習室を共用することとして
工事を行った。

　情報システム管理委託業務の仕様の見直しを行い、保守人
員（ＳＥ）を５人体制から４人体制に変更した。また、無機
廃液処理について１者とのスポット契約から見積合わせによ
る単価契約に変更し経費を削減した。さらに、電子システム
工学科棟の整備にあたって、環境建築デザイン学科の教員と
学生による取り組みにより、委託費の節減を図った。

Ⅲ Ⅲ

Ⅲ Ⅲ

Ⅳ

・電子システム工学科棟の整備に際
し、教員と学生からなるプロジェク
トチームが設計を手がけ、大幅な委
託費の削減につながっている。○

P46

　４　資産の運用管理を改善するための措置 

　学内で管理している固定資産等について、学内グループ
ウェアのトップページから各教職員が容易に閲覧できるよう
改善するとともに、学内での相互利用を促進するため、学内
グループウェアの電子会議室内に掲示板を作成し、必要な物
に関しては各教職員間で有効利用できる環境を整えた。ま
た、電子システム工学科棟の開設に際し、電子顕微鏡、Ｘ線
装置、ＮＭＲ等の大型研究用機器について共同利用が可能に
なるように学部共通備品として位置づけ相互活用を促進し
た。

・管理物品や固定資産リストを学内ネット
ワークで公開し、共有化を図る。また、新学
科棟の教育研究備品の整備については、既存
設備の活用を図る。

Ⅳ
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その他業務運営に関する特記事項 

 

１ 外部資金の獲得 

  財務基盤の安定強化に向け外部資金の獲得に努め、次のとおり外部資金を獲得した。 

     ア 科学研究費補助金 46 件 153,610,000 円（平成 19年度：43件 176,700,000 円） 

   イ 受託研究      52 件  75,148,546 円（平成 19年度：42件 67,582,771 円）

   ウ 共同研究      39 件 32,950,000 円（平成 19年度：44件 39,827,000 円）

   エ 奨励寄附金    31 件 29,294,689 円（平成 19年度：33件 18,339,964 円）

   オ 寄附講座        1 件 30,000,000 円（平成 19年度： 1件 30,000,000 円） 

   カ 文部科学省補助金  1 件 45,919,655 円（平成 19年度： 1件 44,000,170 円） 

   キ 国土交通省補助金      ―    （平成 19年度： 1件 15,800,000 円）

       合 計       170 件 366,922,890 円（対前年度比 25,327,015 円の減少） 

 

また、外部資金のさらなる獲得のため、平成 20年度に任用した特任教授２人を中心とし

て、応募件数等の目標設定、研究計画書レビュー、研修会（平成 20年９月１日）等を実施

し、獲得のための取組みを強力に推進した。  

 

 

２ 教員・学生の力を活かした工学部電子システム工学科棟の建設 

  平成 21 年３月に完成した工学部電子システム工学科棟の建設にあたっては、基本設計を

設計業者に委託するのではなく、環境科学部環境建築デザイン学科の教員・学生からなる

プロジェクトチームが生きた教材として設計を手がけた。設計にあたっては、ソーラーパ

ネルを設置するほか、床下に外気を取り込むことにより空調負荷を軽減するなど設計に工

夫を凝らし環境に配慮した建物となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

電子システム工学科棟の全景   

○建物の特徴 

 

財務内容に改善に関する特記事項 
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　１　評価の充実に関する目標

　　　　自己点検・評価および外部評価を厳正に実施するとともに、評価結果を教育研究および大学運営に反映させる。

　２　情報公開等の推進に関する目標

　　　　教育研究活動状況やそれらの優れた成果、さらに大学運営等に関する情報を積極的に発信する。

170

171

172

173

○
P49

　　(1)　自己点検・評価の改善に関する具体的方策

・教員の教育、研究、地域・社会貢献、学内
貢献の各分野における活動を評価し、研究費
の配分に反映させたことから、給与その他へ
の反映についてさらに検討を行う。

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

・評価結果は研究費等の配分、人事・給与・研修
等に反映させる。

　　(2)　評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

・評価体制および評価支援組織の充実を図り、厳
正な評価を実施する。

・教育、研究、地域貢献、大学運営等の項目につ
いて教員の業績を評価するシステムを構築し、評
価結果を自己点検・評価および第三者評価・外部
評価に反映させる。

・平成２１年度の認証評価機関への申請に向
けて、全学および各学部等の担当者を決め、
認証評価機関の評価基準に対応した自己評
価、さらに部局ごとおよび全学的外部評価の
実施を支援する体制を整備し、評価を実施す
る。

・認証評価機関の評価基準に対応した自己評
価、さらに部局ごとおよび全学的外部評価を
実施し、平成２１年度の認証評価機関への申
請の準備を行う。

・法人評価の評価結果を学内外に公表すると
ともに、学内では自己評価委員会、連絡調整
会議等を通して意見・改善策を収集し、認証
評価に向けて活用する。

○
P49

Ⅲ

中　期　計　画

中
期
目
標

　Ⅳ　自己点検・評価および当該状況に係る情報の提供に関する目標

年　度　計　画
自己
評価

評価
委員会
評価

　認証評価機関の評価基準に対応した各学部等の自己評価
（６月）、外部評価（９月）および全学自己評価（１２月）
を実施した。また、平成２１年度からの認証評価の実施に備
え、自己評価委員会において認証評価の実施体制について検
討し、特別委員会を設置して対応することを決定した。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

　法人評価の評価結果については、学報、ホームページに掲
載するなどして学内外に公表するとともに、評価結果につい
ての学長メッセージを学報に掲載し、大学構成員への周知を
徹底した。また、各種会議において報告を行い、特に学生支
援センターに関する項目の評価が低く一層の取り組みが必要
であるとの意見を受けたことを踏まえ、１０月に学生支援室
を整備し、学生支援の充実に努めた結果、より多くの学生に
利用されるようになった（相談件数：１日約５０件）。

　教員の教育、研究、地域・社会貢献、学内貢献の各分野に
おける活動を評価し、研究費の配分に反映させたことから、
給与その他への反映の可能性について検討を行った。

評価委員会コメント

　１　評価の充実に関する目標を達成するための措置

Ⅲ Ⅲ

　平成２１年度の認証評価機関への申請に向けて、各学部等
で自己評価実施体制を整備して、認証評価機関（独立行政法
人大学評価・学位授与機構）の評価基準を踏まえて設定した
評価基準に基づき、学部等の自己評価（６月）、外部評価
（９月）を実施した。また、これらの評価を踏まえて全学自
己評価（１２月）を実施するとともに、平成２１年５月１日
に全学外部評価を実施することを決定した。

・評価結果を学内外に公表するとともに、改善が
必要な事項については各層からの意見・改善提案
を収集するシステムを構築する。

特　記
事項の
有　無
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174

175

中　期　計　画 年　度　計　画
判　断　理　由

（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

自己
評価

　大学の諸活動について必要に応じてホームページの更新に
努めるとともに、携帯サイトの活用やメールマガジンの発行
など積極的な情報提供に努めた。
　また、学生や社会人だけでなく外国人など幅広い層のニー
ズに対応するため、英語版ページの充実を図るとともに、映
像で大学を紹介するページを設けるなどホームページの改善
に努めた。

　報道機関等への広報活動を強化するとともに、新聞掲載実
績による提供のあり方や新入生への広報媒体の有効度調査に
よる広報効果について広報委員会で分析を行った。これらを
踏まえ、広報専用掲示板を設置するとともに、広報の手引き
（学生版）を発行し学生に関連する情報提供をさらに積極的
に推進していくこととした。
　年間の新聞掲載実績は、６１６件となり、昨年から１０１
件（約１９．６％）増加した。

ⅢⅢ

Ⅲ
○
P49

・ホームページにより積極的な情報発信に努
めるとともに、ホームページの閲覧情報の分
析を進め、利用者のニーズに即したホーム
ページの改善に努める。

・ホームページにより、シラバス等の教務学生情
報および教育研究者情報等を積極的に発信する。

　２　情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 

Ⅳ

・広報部門だけではなく学生も含め
た広報活動の強化に努めた結果、年
間新聞掲載実績が３年前と比べて倍
増するなど、県立大学が取り組んで
きた成果を、広く県民に伝えられて
いる。

・報道機関等への広報活動を強化するととも
に、新聞掲載実績による提供のあり方の分析
や新入生への広報媒体の有効度調査により広
報効果の分析を行い、広報戦略の見直しや改
善を図る。

評価
委員会
評価

評価委員会コメント
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１ 自己評価・外部評価の実施 

  平成 22 年度に（独）大学評価・学位授与機構による認証評価を受けることを念頭に、当該

機構の評価基準に基づいた評価基準を策定し、それに基づいた学部等の自己評価を実施した。

また、各学部の自己評価をもとにした外部評価を実施し、教育研究活動等に対して様々な観点

から貴重な助言を得た。 

また、全学においても、学部等での自己評価・外部評価の結果を踏まえ、全学自己評価書を

取りまとめるとともに、全学外部評価委員会を平成21年５月に実施することを決定した。 

   平成20年６月 学部等自己評価 

        ９月 学部等外部評価 

                   12月 全学自己評価  

 

２ 広報活動の強化 

  大学構成員それぞれが大学広報者としてのマイ

ンドを持ち、積極的な広報活動を展開した。特に、

新聞には学生活動情報が取り上げられやすいこと

から、学生向けに「広報の手引き」を作成し、学生

活動情報の把握、ＰＲに努めた。 

  平成 20 年度に本学に関連する新聞記事は 616 件

（前年度から約 19.6％増加）となり、３年連続で

非常に高い伸び率となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己点検・評価および当該状況に係る情報の提供に関する特記事項 
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　１　施設や設備の整備・活用等に関する目標

　　　　誰にでも優しい施設整備を目指すとともに、質の高い教育研究活動を展開するため、土地、建物、設備等を全学的観点で高度有効活用を図る。

　２　安全管理に関する目標

　　　　安全な教育研究環境の確保および管理体制の確立を図る。

　３　人権の啓発に関する目標

　　　　教職員と学生の人権意識の向上を目指した取組を積極的に実施する。

176

177

178

179

180

181

　３　人権の啓発に関する目標を達成するための措置 

　危機管理関連の規程等を見直し、危機管理規程、危機管理
基本マニュアルを策定し、大学において発生する様々な事象
に伴う危機に対して、迅速かつ的確に対応し得る体制を整え
た。

・土地、建物、設備等の活用状況に関する点検・
評価を行い、有効活用と誰もが利用しやすい施設
として整備を行い、環境と共生し調和するエコ
キャンパスの構築に努める。

・労働安全衛生法等に基づき、学生および教職員
の安全教育や健康管理、災害防止体制の整備を行
う。 Ⅲ

Ⅲ

・淡海ユニバーサルデザイン行動指針に基づ
き、引き続き誰もが利用しやすい施設として
整備を図る。

・学生の協力を得た「消し回り隊」の運用や
各学部・グループによる環境こだわり（ＩＳ
Ｏ１４００１)への取り組みを推進するとと
もに、エネルギー管理の運用などを通じて、
引き続きエコキャンパスの構築に努める。

・衛生委員会の原則毎月の開催、産業医によ
る原則月１回の職場巡視などを行い、引き続
き職場の安全および健康の確保に努める。

・教職員や学生に対する人権啓発研修の充実を図
る。

・危機管理や法令遵守に関連する研修を引き
続き開催し、意識の向上を図る。

　全学での人権研修会に加えて、各学部ごとにも人権研修会
を開催し、人権意識の向上に努めた。また、学生に対する研
修会として、２月に課外活動団体のリーダーを対象とした人
権啓発学習会を実施した。

○
P51

Ⅳ Ⅳ

・大学と学生とが協力し実践してき
たエコキャンパスの構築に対する取
組が、省エネコンテストにおいて大
賞である「経済産業大臣賞」を受賞
したことは、特筆すべきである。

　平成２１年度後期から講義室の振替による空調管理を容易
に実施するため、Ａ３棟空調管理グループ区分を階層別に制
御できるよう見直しを行った。また、「消し回り隊」の提案
を受けて、トイレ用擬音装置を導入した。
　なお、「消し回り隊」の活動については高く評価され、そ
の母体である学生サークルの環境マネジメント事務所が平成
２０年度の省エネコンテストにおいて大賞である「経済産業
大臣賞」を受賞した。

　　　Ⅴ　その他業務運営に関する目標

中
期
目
標

中　期　計　画

Ⅲ

　必要箇所の点検を行い、視覚障害者誘導設備改善、段差解
消の施設整備を行った（５カ所：７５６千円）。 Ⅲ

　全学を対象に消防総合訓練を実施し（２回）、学生・教職
員に対して防災に対する意識の向上に努めるとともに、危機
管理に関する研修を実施した。

　２　安全管理に関する目標を達成するための措置

Ⅲ

・人権問題委員会を中心として、法人内の人
権感覚を高め、人権に関する研修会を引き続
き開催する。

判　断　理　由
（年度計画の進捗状況）

特　記
事項の
有　無

評価
委員会
評価

評価委員会コメント
自己
評価

年　度　計　画

　１　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

Ⅲ

Ⅲ
○
P51

Ⅲ

・危機管理システムの構築を検討する。

　１月から長時間勤務者に対して産業医が面接を行う制度を
導入し、教職員の健康の確保を図った。また、健康講座やＡ
ＥＤ講習などを実施した。

Ⅲ

Ⅲ
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その他業務運営に関する特記事項 

 

１ 省エネルギーの推進 

  省エネルギーの推進の一貫として、公認学生サークルの環境マネジメント事務所（ＥＭＯ）

の「ＥＭＯ消し回り隊」による省エネルギーの推進を引き続き実施し、照明の点灯状況を調

査するとともに、不要な照明を消灯し電気使用量の節減に努めた。 

  これらの平成18年度からの取り組みは高い 

評価を受け、経済産業省および省エネ家電普 

及促進フォーラムが主催する「平成20年度省 

エネコンテスト」の学校部門で「経済産業大 

臣賞」を受賞した。  

 

 

 

東京ビッグサイトで開催された表彰式 

 

２ カフェテリア（学生食堂）のテラス設置 

  工学部電子システム工学科を新たに開設したことによりカフェテリア（学生食堂）の混

雑が増していることから、混雑緩和を目的として新たにテラスを設置し、席数を増やした。

  テラスの設置にあたっては、人間文化学部生活デザイン学科の教員・学生が設計にあた

り、学生の憩いの場となるように設計に工夫を施した。 

 

３ 人権啓発に対する取り組み 

  人権啓発に対する取り組みとして、教職員および学生に対する研修会を実施するととも

に、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を見直し、セクシュアル・ハラス

メント以外のハラスメント全般に対しても対応できるよう整備した。 
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※　財務諸表および決算報告書等を参照

182

183

184

１　短期借入金の限度額
　　７億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の受入遅延および事故の発
生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れすることを想定

実　　　　　　　　　　績年　度　計　画

　決算において剰余金が発生した場合は、教育研
究の質の向上および組織運営の改善に充てる。

　平成１９年度決算剰余金２０８，６６７千円の全額を目的積立金として積
み立てた。また、平成２１年度に９０，０００千円を取り崩し、教育・研究
等の質の向上のための財源に充てることとした。

　　Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

　　Ⅶ　短期借入金の限度額

なし

なし

実　　　　　　　　　　績

　なし

　　Ⅷ　重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

中　期　計　画 年　度　計　画

１　短期借入金の限度額
　　７億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の受入遅延および事故の発生等
により緊急に必要となる対策費として借り入れす
ることを想定

　　Ⅸ　剰余金の使途

なし

年　度　計　画

中　期　計　画

実　　　　　　　　　　績中　期　計　画

　決算において剰余金が発生した場合は、教
育研究の質の向上および組織運営の改善に充
てる。
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185

186

187

188
　なし

　３　積立金の使途

　　Ⅹ　滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項

　公立大学法人滋賀県立大学が望む教職員像、人
事の原則などについて策定する「人事方針」に基
づいて、自律的な定数管理による人事計画を策定
し、法人の中期目標を達成するために行う全ての
教育研究業務および法人運営業務の活性化に資す
る人事制度を運用する。
　その際には、外部資金を積極的に活用しつつ、
人件費の適正な管理に努めながら、教職員の適性
配置に努める。
　さらに、事務局職員については、公立大学法人
および大学に関する専門的な知識を有する職員を
養成していくため、期首における設立団体からの
派遣職員を減じて、法人職員の採用を進める。

１　施設・設備に関する実績

■施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備

■執行額（百万円）
　総額　８７２（施設整備　７２４、設備整備　１４８）

■財源
　施設整備費補助金および運営費交付金

１　施設・設備に関する計画
　
■施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備

■予定額（百万円）
　総額 ９０８ （施設整備 ７８５、設備整
備 １２３）

■財源
　施設整備費補助金および運営費交付金

２　人事に関する計画
　教員人事については、学長管理枠の運用を
行うため、人事計画に基づく教員配置を進め
る。また、事務局職員については、人事計画
に従い法人職員の採用を進める。

実　　　　　　　　　　績

　２　人事に関する計画

○施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備
○予定額
　総額　１，４００百万円
○財源
　運営費交付金および施設整備費補助金

２　人事に関する実績
　教員人事については、学長管理枠の運用を行うため、人事計画に基づく教
員配置を進めた。また、事務局職員については、人事計画に従い法人職員の
採用を進めた。

　８３百万円を平成２０年度予算の教育・研究および組織運営の財源として
充当した。

　４　その他法人の業務運営に関し必要な事項

なし

なし

　９０百万円を平成２０年度予算の教育研究
および組織運営の財源として充当する。

なし

　１　施設・設備に関する計画

中　期　計　画 年　度　計　画
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○ 別表 （収容定員）

104.2

93.3

112.8

140.0

22.2

150.027

112.7

120.8

113.0

94.4

24

18

87

28

88

84

4

61

34

25

定員充足率
b／a×100　（％）

学科・研究科名

36

収容定員
a　（人）

766

学部

　人間看護学部

収容数
b　（人）

　環境科学部

60

568

72

30

78

102 115

720 106.4

100.0

　人間文化学部

　工学部

280

718 112.2640

111.4

280

510

研究科

後期課程

　人間看護学研究科

　工学研究科

前期課程

後期課程

前期課程

　人間文化学研究科

後期課程

前期課程

　環境科学研究科

18
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